
長 寿 － ９４３

令和４年１１月２４日

各高齢者施設・事業所 管理者 様

秋田県健康福祉部長

（公印省略）

高齢者施設における新型コロナウイルス感染症の感染者に対する

初動段階での適切な対応について（通知）

日頃から、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、秋田県新型コロナウイルス感染症対策協議会において、「高齢者施設等で入所者

が新型コロナウイルス感染症に感染した際に、適切な治療が行われず状態が悪化し、入院

要請となる事例が多いため、初動段階での対応として、経口抗ウイルス薬を積極的に投与

すべき」、「施設内療養者について、夜間や休日の救急要請等が増えてきており、対応が困

難な状況になってきている」との御意見をいただきました。

医療の逼迫を防ぐためには、重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患を有する方等の早期

治療が特に重要となりますので、各施設におかれては、入所者に感染者が発生した場合に、

協力医療機関又は診療・検査医療機関（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/68105）の

受診や経口抗ウイルス薬の投与等が円滑に行えるよう連携体制を確認いただくとともに、

可能な限り、平日の日中のうちに協力医療機関等へ御相談いただくようお願いします。

また、高齢者施設における感染防止対策については、「今秋以降の新型コロナウイルス

感染症の感染拡大期における感染防止対策について（令和４年１１月２日付け健康福祉部

長通知）」（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/68123）によりお示ししておりますが、

クラスターの発生を防ぐためには、施設内に感染を持ち込ませない対策が重要となります

ので、添付のリーフレットも参照の上、適切な感染防止対策を講じられますよう、改めて

お願いします。

なお、一般社団法人秋田県医師会から各医療機関に対して、別添の通知を発出しており

ますので、御承知おきください。

秋田県健康福祉部長寿社会課
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 今秋以降の新型コロナの感染拡大やインフルエンザとの同時流行に備え、
高齢者施設では、施設に感染を持ち込ませない対策が重要となります。

    新型コロナウイルス感染症
    今秋以降の感染拡大期における感染防止対策について

「入り口段階」
職員の基本的な感染防止対策
（症状がある場合は、職場に出勤せずに検査
キットで検査）

「施設内」
効果的な換気の徹底

速やかに嘱託医や保健所等に連絡・相談（クラスター発生防止）

職員や入所者への適切な検査の実施（検査キットの活用）

感染者の早期受診と経口抗ウイルス薬等の治療薬の適切な投与
協力医療機関等に対して、可能な限り平日の日中のうちに相談

  （夜間・休日は、限られた医療体制であるため、入院調整が困難な場合が多くなっています。）

秋田県長寿社会課 高齢者施設における新型コロナウイルス感染症対策
についてはこちらもご覧ください。

主な感染対策

感染者が発生した場合

美の国あきたネット→
「47798」と入力し検索

 職員への集中的検査の実施
  （県から高齢者施設等に検査キットを配付） 

新規入所者や一時帰宅・外泊
者への検査の実施

   （集中的検査用の検査キットの活用可）

衛生用品の備蓄

個人防護具の適切な着用

※県と医師会が作成した新型コロナ対策動画はこちら⇒

面会時の感染防止対策
   （相談室等で短時間、少人数、一定距離。
    面会者の健康状態等の確認）

「ワクチン接種」
接種対象者全員の新型コロナワクチンの年内の接種
季節性インフルエンザワクチンの早期接種
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